
 

※ 客引き：相手方を特定して、当該営業の客となるように勧誘する行為 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                        

   

                  

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

① 不当な客引き行為等の禁止 

② 客引き行為等をさせる行為の禁止 

③ 特定の地域における客待ち行為の禁止 

※ 客待ち：客引きをするために街頭に長時間立ち続ける行為で、県民が迷惑に感じる行為 

山口県警察・山口県風俗環境浄化協会 

施行日：令和８年６月１日 

 客引きは しない・させない・利用しない 


